
　個人ごとの保険料は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額等（※注１）に応じて
負担する「所得割額」との合計です。

②後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者だった人
　　所得割額はかかりません。また、制度加入時から２年間に限り、均等割額の軽減措置（５割軽減）を受けること
ができます（軽減後の保険料：年額28,217円）。なお、均等割額が７割軽減に該当する人は、７割軽減が優先と
なります。

※後期高齢者医療制度の保険料率は、２年ごとに改定されます

※注１　「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入－公的年金等控除額」「給与収入－給与所得控除額」「事業収入－必要経
費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です

※注２　「基礎控除額」とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります

※注３　｢同一世帯｣とは、４月１日時点（年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点）の世帯が基準となります
※注４　｢軽減対象所得金額｣とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、｢公的年金等収入－公

的年金等控除額－特別控除額15万円｣となるなど、例外があります
※注５　下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に適用

されます

令和４年度の保険料率が決まりました

01
後期高齢者医療保険料が変わります
国保年金課医療年金係　☎72-2111問
福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター　☎092-651-3111問

令和２・３年度
55,687円
10.77％
64万円

均等割額
所得割率
賦課限度額

（10円未満切り捨て） 〔総所得金額等※注１－基礎控除額※注２〕
×10.54％（所得割率)56,435円

７割（16,930円）

５割（28,217円）

２割（45,148円）

保険料額（年額）

対象者の所得要件
〔同一世帯※注3内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額※注4の合計額〕

43万円（基礎控除額）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※注5　以下
43万円（基礎控除額）＋28.5万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※注5　以下
43万円（基礎控除額）＋52万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※注5　以下

軽減割合
（軽減後の均等割額の年額）

均等割額 所得割額

令和４年度
56,435円
10.54％
66万円

＝ ＋

増減
748円増
0.23％減
2万円増

保険料額の算出方法

①世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

令和４年度の保険料軽減措置

　保険料額の詳細は、７月に送付予定の「令和４年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。

保険料額の通知

小郡市からのお知らせ小郡市からのお知らせ

　策定に当たっては、市民アンケートやワークショップ、パブリックコ
メントを参考に審議を重ねてきました。その後、総合振興計画審議会か
らの答申をもとに、３月定例市議会に提案し、可決されました。

　これまでの「市民との協働のまちづくり」の取組を踏まえ、さらなる持続可能なまちづくりに向けて、「お互いの
状況を理解し、多様性を認め合う共感、共感によって同じ目的に向かい行動する共働、共働によって新しい価値や
魅力を創造していく共創」を一連のまちづくりの考え方とし、推進します。さらに多様な主体が役割を分かち合い、
支え合いながら暮らしていくことができるまちづくりをめざします。

まちづくりの主役であ
る市民と市民がつなが
り、行政、各種機関、
団体、民間事業者など
と密接に連携する

市民、各種機関、団体、
民間事業者などの活動
が活発になり、地域や
経済が活性化する

お互いが支え合い、一
人一人の人権が尊重さ
れるまちづくり

交通の利便性等を生か
した住みやすい快適な
都市づくり

　市は、今後のまちづくりの指針として「第６次総合振興計画基本構想・前期基本計画骨子」を策定しました。
　社会保障費の増加や豪雨災害への備え、新型コロナウイルス感染症の対策など、これまで以上に行政需要が増加
する中、「あれもこれも」ではなく、「あれかこれか」を選択せざるを得ない社会への転換を迎え、持続可能な行財政
運営の確立と市民満足度の向上をめざします。

第６次小郡市総合振興計画基本構想・
前期基本計画骨子を策定しました

経営戦略課政策推進係　☎72-2111問

人がつながり 市民が躍動する 温かみのある 都市（まち）

策定までの流れ

　５つの基本政策ごとに基本方針を定めました。詳しい内容は市ホームページをご覧ください。
※令和４年度は、前期基本計画骨子をもとに前期基本計画を策定します

前期基本計画骨子

人がつながり　市民が躍動する温かみのある都市(まち)　おごおり
～「共感・共働・共創」による共生社会を目指して～

基本構想

●将来像

●基本政策

安心して
住み続けられる
まちづくり

地域資源を
生かした活力ある
まちづくり

支え合い
健やかに暮らせる
まちづくり

未来社会に
つなぐ
人づくり

持続可能な
行政経営体制
づくり

　めざすべきまちの望ましい姿やあるべき姿として将来像を定め、将来像の実現に向けて５つの基本政策を定めま
した。

詳しくは
市ホームページを
ご覧ください
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